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2024年 12月 16日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ト ラ イ ア イ ズ 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長  東 郷  薫 

（ コ ー ド 4 8 4 0 東 証 グ ロ ー ス ） 

問 合 せ 先 管理部ＩＲＧ課長  高橋  圭紀 

電 話 0 3 ( 3 2 2 1 ) 0 2 1 1 
 

 

「内部統制システムに関する基本方針」の改訂に関するお知らせ 

 

当社は、2024 年 12 月 16 日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針の改訂につ

いて決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。 

 

新 旧 備考欄 

1．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制 

取締役及び使用人が、法令、定款及び各社内

規則・規程を遵守して業務執行を行うための

規範として、トライアイズグループ企業理念

及び経営基本方針を定める。 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び

定款に適合することを確保するための体制 

（新設） 

取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款

及び各社内規則・規程に適合することを確保

するため、各部門の担当取締役及び担当執行

役員は当該担当部門におけるコンプライアン

スを徹底する体制を構築する。管理部門は、

全社横断的なコンプライアンス体制の整備と

問題点の把握・改善に努める。 

また、当社のコンプライアンスの強化・推進

を図るためにコンプライアンス・リスク管理

委員会を設置する。同委員会は法令・定款・

諸規則・諸規程の遵守状況、その他コンプラ

イアンスに関する重要な事項、内部統制の整

備及び運用状況を関連規程を整備し、研修等

を通じて全役職員にコンプライアンス意識を

周知及び徹底する。コンプライアンス・リス

ク管理委員会は、法令・定款・諸規則・諸規

取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款

及び各社内規程に適合することを確保するた

め、各部門の担当取締役及び担当執行役員は

当該担当部門におけるコンプライアンスを徹

底する体制を構築する。管理部門は、全社横

断的なコンプライアンス体制の整備と問題点

の把握・改善に努める。 

また、当社のコンプライアンスの強化・推進

を図るためにコンプライアンス・リスク管理

委員会を設置し、法令・諸規則の遵守状況の

監視をする。また、管理部法務・コンプライ

アンスグループは関連規程の整備及び役職員

に対しての研修等を実施する。コンプライア

ンス・リスク管理委員会は、社長直属の組織

とし、法令・諸規則の遵守状況並びに関連規

程の制定改廃の要否を社長に報告し、その内

（変更） 
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新 旧 備考欄 

程の遵守状況、その他コンプライアンスに関

する重要な事項、内部統制の整備及び運用状

況を定期的に、また必要に応じて随時取締役

会及び監査等委員会に報告するものとする。 

取締役が、他の取締役の法令、定款又は関連

規則・規程の違反行為を発見した場合は、直

ちに監査等委員会・取締役会に報告するなど、

コンプライアンス体制を強化する。 

容を定期的に取締役会及び監査等委員会に報

告するものとする。 

取締役が、他の取締役の法令、定款又は関連

規程の違反行為を発見した場合は、直ちに監

査等委員会・取締役会に報告するなど、コン

プライアンス体制を強化する。 

3. 各部門の部門長その他部門責任者は、各

部門のプロジェクトの状況、業績見通し、ク

レーム情報、代金回収状況及びトラブル状況

等の事業活動状況を把握し、定期的に当該事

業に内在するリスクの抽出及び評価を行う。

その上で、当該リスクへの対応策を代表取締

役、業務執行取締役及び管理部長で構成され

る経営会議に上程する。 

経営会議は、係る事項についての対応策を審

議・決定し、当該対応策の実施を監督すると

ともに、全社横断的なリスク状況の監視及び

対応を実施する。また、当社におけるリスク

管理の状況を定期的に、また必要に応じ随時

取締役会に報告する。新たに生じたリスク又

は高いリスクについては、取締役会において

速やかに対応責任者となる取締役を定めると

ともに、必要に応じ、弁護士等の外部の専門

家の助言を求め、当該リスクに対応する体制

を整える。 

3. 各部門の担当取締役及び担当執行役員

は、各部門別に業績検討会議を開催し、プロ

ジェクトの状況、業績見通し、クレーム情報、

代金回収状況及びトラブル状況等の事業活動

状況を報告させ、当該事業に内在するリスク

を把握分析したうえで対策を検討し、リスク

発生の未然防止及び発生した場合の的確な対

応に努めるとともに、このうち重要な事項に

ついては、代表取締役、取締役及び執行役員

で構成される経営会議に上程する。経営会議

は、係る事項についての対策を審議・決定す

るとともに、全社横断的なリスク状況の監視

及び対応を実施する。 

（変更） 

 管理部門は、各部門のリスク管理の状況を定

期的に調査し、その結果を取締役会に報告す

る。 

新たに生じたリスクについては取締役会にお

いて速やかに対応責任者となる取締役を定め

るとともに、必要に応じ、弁護士等の外部の

専門家の助言を求め、当該リスクに対応する

体制を整える。 

（削除） 

４. 取締役の職務執行については、職務権限

規程に基づいて意思決定プロセスの効率化・

迅速化を図るとともに、定期的に運用状況を

検証する体制をとる。 

４. 取締役の職務執行については、職務権限

規程に基づいて意思決定プロセスの効率化・

迅速化を図るとともに、定期的に運用状況を

検証する体制をとる。 

（変更） 
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新 旧 備考欄 

また、各部門の責任を明確化したうえで、経

営監視機能の向上と権限委譲による業務執行

機能のスピードアップを図る。 

代表取締役、業務執行取締役及び管理部長で

構成する経営会議のなかで、グループ会社の

経営に関する重要な事項を協議及び検討し、

適正な業務執行とともに、そのスピードアッ

プを図る。 

経営会議は、各種社内規程の運用状況を検証

し、適宜これを見直し、業務執行の責任と権

限を明確にする。 

また、各部門の責任を明確化したうえで、経

営監視機能の向上と権限委譲による業務執行

機能のスピードアップを図る。 

代表取締役、取締役及び執行役員で構成する

経営会議のなかで、重要案件を審議し、業務

執行のスピードアップを図る。 

「取締役会規程」ほか各種規程を適宜見直し、

検証を図り、業務執行の責任と権限を明確に

する。 

５．（イ）当社では、子会社の経営においては、

各社の自主性を尊重しつつも、各子会社の取

締役が出席するグループの経営会議におい

て、定期的な営業報告及び財務報告等を受け、

各社の経営状況を把握し、また目標管理と進

捗状況の確認を行って、必要な指示指導を行

う。 

（イ）当社では、子会社の経営においては、

各社の自主性を尊重しつつも、定期的な営業

報告及び財務報告等を受け、 経営会議にて検

討のうえ、必要な指示指導を行う。また、必

要に応じて子会社の代表者が経営会議に出席

して状況説明を行うことにより、各社の経営

状況を把握し、強固なグループ経営体制の維

持を図る。 

（変更） 

（ロ）グループ会社すべてに適用されるコン

プライアンス・リスク管理に係る規定を整備

し、子会社においても当社と同様の損失の危

険の管理に関する体制を整える。 

（ハ）略 

 

（ニ）取締役は、グループ会社において、法

令違反、その他コンプライアンスに関する重

要な事項を発見した場合には、直ちに内部監

査室及び法務・コンプライアンスグループに

報告するとともに、遅滞なく取締役会におい

て報告し、その是正を図る。また、子会社の

取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査

対象とし、法令又は定款に違反する行為その

他コンプライアンス上問題がある行為を発見

した場合は、監査等委員会は、取締役会に意

見を述べるとともに、改善策の策定を求める

ことが出来る。 

（ロ）グループ会社すべてに適用されるリス

ク管理に係る規定を整備し、子会社において

も当社と同様の損失の危険の管理に関する体

制を整える。 

（ハ）略 

 

（ニ）取締役は、グループ会社において、法

令違反、その他コンプライアンスに関する重

要な事項を発見した場合には、直ちに監査等

委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役

会において報告し、その是正を図る。また、

子会社の取締役の職務の執行は、監査等委員

会の監査対象とし、法令及び定款に違反する

行為その他コンプライアンス上問題がある行

為を発見した場合は、監査等委員会は、取締

役会に意見を述べるとともに、改善策の策定

を求めることが出来る。 

（変更） 

第１１条 当社は、内部管理体制全般を独立

的な立場で監査するために代表取締役直属の

第１１条 当社は、内部管理体制全般を独立

的な立場で監査するために社長直属の組織と

（変更） 
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新 旧 備考欄 

組織として、内部監査室を設置する。内部監

査室は業務の有効性と効率性、財務報告の信

頼性、コンプライアンス等の遵守状況につい

て、定期的、または臨時で監査を行う。内部

監査室の指摘に対して被監査部門は必要な是

正措置を行い、実効性のある体制の構築を図

るとともに内部監査室は最終結果を監査当委

員会及び代表取締役に報告する。内部監査に

基づく改善・是正措置については、代表取締

役が指示・監督し、必要に応じ監査等委員会

とも協議する。内部監査室は、必要に応じて

監査等委員会の職務を補助する。 

して、内部監査室を設置する。内部監査室は

業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、

コンプライアンス等の遵守状況について、定

期的、または臨時で監査を行う。内部監査室

の指摘に対して被監査部門は必要な是正措置

を行い、実効性のある体制の構築を図るとと

もに内部監査室は最終結果を監査当委員会及

び社長に報告する。また、必要に応じて監査

等委員会の職務を補助する。 

 

記 

 

当社は、業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制（以下「内部統制システム」と言う。）

の整備のため、以下の基本方針を定める。取締役会は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・

運用状況について不断の見直しを行い、必要な改善措置を講じ、効率的で適法、適正な業務の執行体制を

確立する。 

 

内部統制システムに関する基本方針 

（取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制） 

１．取締役及び使用人が、法令、定款及び各社内規則・規程を遵守して業務執行を行うための規範

として、トライアイズグループ企業理念及び経営基本方針を定める。 

取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び各社内規則・規程に適合することを確保する

ため、各部門の担当取締役及び担当執行役員は当該担当部門におけるコンプライアンスを徹底

する体制を構築する。管理部門は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把

握・改善に努める。 

また、当社のコンプライアンスの強化・推進を図るためにコンプライアンス・リスク管理委員

会を設置する。同委員会は法令・定款・諸規則・諸規程の遵守状況の監視をするとともに、関

連規程を整備し、研修等を通じて全役職員にコンプライアンス意識を周知及び徹底する。コン

プライアンス・リスク管理委員会は、法令・定款・諸規則・諸規程の遵守状況、その他コンプ

ライアンスに関する重要な事項、内部統制の整備及び運用状況を定期的に、また必要に応じて

随時取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。 

取締役が、他の取締役の法令、定款又は関連規則・規程の違反行為を発見した場合は、直ちに

監査等委員会・取締役会に報告するなど、コンプライアンス体制を強化する。 

（取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制） 

２．当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る文書・記録等の保存及び管理を

行う。 
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（損失の危険の管理に関する規程その他の体制） 

３．各部門の部門長その他部門責任者は、各部門のプロジェクトの状況、業績見通し、クレーム情

報、代金回収状況及びトラブル状況等の事業活動状況を把握し、定期的に当該事業に内在する

リスクの抽出及び評価を行う。その上で、当該リスクへの対応策を、代表取締役、業務執行取

締役及び管理部長で構成される経営会議に上程する。                                              

経営会議は、係る事項についての対応策を審議・決定し、当該対応策の実施を監督するととも

に、全社横断的なリスク状況の監視及び対応を実施する。 

また、当社におけるリスク管理の状況を定期的に、また必要に応じ随時取締役会に報告する。 

新たに生じたリスク又は高いリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる

取締役を定めるとともに、必要に応じ、弁護士等の外部の専門家の助言を求め、当該リスクに

対応する体制を整える。￥ 

（取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制） 

４．取締役の職務執行については、職務権限規程に基づいて意思決定プロセスの効率化・迅速化を

図るとともに、定期的に運用状況を検証する体制をとる。 

また、各部門の責任を明確化したうえで、経営監視機能の向上と権限委譲による業務執行機能

のスピードアップを図る。 

代表取締役、業務執行取締役及び管理部長で構成する経営会議のなかで、グループ各社の経営

に関する重要な事項を協議及び検討し、適正な業務執行とともに、そのスピードアップを図る。 

経営会議は、各種社内規程の運用状況を検証し、適宜これを見直し、業務執行の責任と権限を

明確にする。 

 

（当社及び子会社からなる企業集団（以下「グループ会社」という。）における業務の適正を確保す

るための体制） 

５．（イ）当社では、子会社の経営においては、各社の自主性を尊重しつつも、各子会社の取締役が

出席するグループの経営会議において、定期的な営業報告及び財務報告等を受け、 各社の

経営状況を把握し、また目標管理と進捗状況の確認を行って、必要な指示指導を行う。 

  （ロ）グループ会社すべてに適用されるコンプライアンス・リスク管理に係る規定を整備し、子

会社においても当社と同様の損失の危険の管理に関する体制を整える。 

（ハ）子会社の取締役を当社の取締役又は重要な使用人が兼任することにより、当該子会社の取

締役の職務の執行の効率性を確保する。 

（ニ）取締役は、グループ会社において、法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事

項を発見した場合には、直ちに内部監査室及び法務・コンプライアンスグループに報告す

るとともに、遅滞なく取締役会において報告し、その是正を図る。また、子会社の取締役

の職務の執行は、監査等委員会の監査対象とし、法令又は定款に違反する行為その他コン

プライアンス上問題がある行為を発見した場合は、監査等委員会は、取締役会に意見を述

べるとともに、改善策の策定を求めることができる。 

（監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の

取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項） 

６．監査等委員会の職務を補助すべき組織として、管理部門または内部監査室がこれを担当する。

監査等委員会がこれ以外に職務を補助すべき使用人を必要とした場合、監査等委員会と協議の
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うえ、合理的な範囲で、監査等委員の職務を補助すべき使用人として適切な人材を置く。 

なお、監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動及び評価等については監査等委員会の

同意を得たうえで決定することとし、取締役会からの独立性を確保する。また、当該使用人は

その所属する取締役の指揮命令を受けることなく、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。 

（取締役（監査等委員会である取締役を除く）及び使用人並びに子会社の取締役・監査役及び使用

人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員

会への報告に関する体制） 

７．取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた

者は、重大な法令・定款違反又は当社の業務若しくは業績に影響を与える重要な事項について

監査等委員会に都度報告するとともに、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供

を行うものとする。 

 

（監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制） 

８．当社の監査等委員会へ報告を行ったグループ会社の取締役及び使用人に対し、そのことを理由

として不利な取扱を行うことを禁止する旨のグループ会社共通の規定を設け、その旨をグルー

プ会社の取締役及び使用人に徹底する。 

（監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用

の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項） 

９．監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、管理部門にお

いて審議のうえ、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でない

と認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

（その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制） 

１０．監査等委員会は、重要な意思決定過程及び業務の執行状況等を把握するため、取締役会及び

重要な会議に参加するとともに、取締役及び使用人から説明を求め又は情報の交換を行うこ

ととする。また、監査等委員会は、随時代表取締役社長及び会計監査人との意見交換会を開

催する。 

取締役会は、監査等委員会の求めがあった場合、監査等委員会がその職務遂行に関し、弁護

士及び公認会計士等の外部専門家から、監査業務に関する必要な助言を受けることができる

体制を整備する。 

（内部監査室による業務の適正を確保するための体制） 

１１．当社は、内部管理体制全般を独立的な立場で監査するために代表取締役直属の組織として、

内部監査室を設置する。内部監査室は業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、コンプラ

イアンス等の遵守状況について、定期的、または臨時で監査を行う。内部監査室の指摘に対

して被監査部門は必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図るとともに内部監査

室は最終結果を監査等委員会及び代表取締役に報告する。内部監査に基づく改善・是正措置

については、代表取締役が指示・監督し、必要に応じ監査等委員会とも協議する。内部監査

室は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。 

 



7 

 

（反社会的勢力との関係遮断のための基本的な考え方とその整備体制） 

１２．当社グループは、反社会的勢力に対して屈することなく法律に則って対応する。社会的正義

を実践するために社内ルールを定め、毅然とした態度で反社会的勢力との関係を遮断する。 

反社会的勢力に対する対応を統括する部署を設け、関係行政機関や外部専門機関等から情報

収集に努める。社内に向けて対応方法等の周知を図り、社内関係部門、関係行政機関及び外

部専門機関等と緊密に連携して、速やかに対応できる体制を整備する。 

 

以上 


